
　　　　　　　　　　NPO法人「人間の安全保障」フォーラム　　　被災した児童・生徒のための奨学金リスト　　　（2011年12月12日現在）

奨学金名 団体 対象 金額 申請プロセス 返還プロセス URL

日本学生支
援機構

大学／短大／高専／専
修学校（専門課程）／大
学院に在籍する、災害援
助法的用地域の世帯の
学生／生徒。または災害
救助法適用地域の近隣
地域で、同等に被災した
世帯や勤務先が被災し
た世帯の学生・生徒につ
いても、採用できる場合
があります。

第一種奨学金（無利
息）、第二種奨学金（利
息付）がある。
在籍学校によって月額
は変わる。（高校＜大
学）
第一種は月額18000か
ら122000
第二種は月額18000か
ら150000
それと別に入学月を始
期として受ける者はその
月に１０万~５０万増額
したものをうけとることが
できる。

申込・お問合せ：在学している
学校までお願いします。
在学校を通じて推薦を受付し
ます（日本学生支援機構への
直接申込はできません）

毎月振り替えま
たは払い込みで
返還。詳細はよ
くわからなかっ
た。
返還期限猶予
制度、減額返還
精度あり

http://www.jas
so.go.jp/oshira
se/2011touhok
ujisshin.html#h
enkantyu

桃・柿育英会
東日本大震災
遺児育英資金

桃・柿育英会
指揮者小沢
征爾
ノーベル賞受
賞小柴昌俊
建築家安藤
忠雄　など

震災による孤児／遺児

未定
阪神淡路での同様の活
動の際は、
小中学生月額6000円
高校生月額２万円

現在県の教育委員会と調整
中。支給は平成24年度より。

未定
http://momoka
ki.org/index.ht
ml



東日本津波遺
児支援

あしなが育英
会

特別一時金：東日本大
地震・津波で保護者が死
亡・行方不明または重度
後遺障害の0歳児から大
学院生まで
あしなが育英会奨学金
制度（貸与）の特例措
置：高校生／大学／短
大／専修学校／各種学
校／大学院

特別一時金：一律150万
円

あしなが育英会奨学金
制度の特例措置（貸
与）：(1)高校＝国公立２
万５千円・私立３万円、
(2)大学＝一般４万円・
特別５万円、(3)専門学
校・各種学校＝４万円、
(4)大学院＝８万円

特別一時金：(1)両親をなくした
子どもだけでなく、どちらかの
親を亡くした子どもも対象とな
ります。(2)きょうだいが何人い
ても全員対象となり、一時金が
受けられます。(3)ご家庭の経
済状況は問いません。(4)申請
の際の必要書類はなく、学校
長の証明だけで手続ができま
す。(5)申し込み期限：2012年３
月１０日

あしなが育英会奨学金制度の
特例措置（貸与）：(1)奨学金申
請時の提出書類（所得証明書
など）の免除(2)大学、大学院
奨学金の試験を免除し、書類
選考のみとする(3)専門学校・
各種学校奨学金は、高校奨学
金を借りていた者だけが対象
だが、その制約をはずす。(4)
貸与決定後、速やかな送金を
図る(5)期限：2012年３月１０日

特別一時金：返
済不要
あしなが育英会
奨学金制度の
特例措置（貸
与）：卒業半年
後から20年以内

http://www.ash
inaga.org/higas
hi_nihon/



東日本大震災
こども応援金

朝日新聞社
厚生文化事
業団

①東日本大震災で両親
が亡くなったか行方不明
状態の、震災時点で満１
８歳以下の子ども②地震
発生時に１人親家庭で
暮らしていて、その親が
東日本大震災で亡くなっ
たか行方不明状態の、
震災時点で満１８歳以下
の子ども（原則として震
災前に一方の親を亡くし
ていて、震災でもう一方
の親が亡くなったか、行
方不明状態の子ども）

未就学児：３００万円
小学生：３００万円
中学生：２００万円
高校生：１５０万円（中学
校卒業～満１８歳）

①（１）所定の申込用紙、（２）
子ども本人の戸籍謄本（両親
が亡くなったことを確認できる
もの。行方不明の場合は所定
の行方不明状況の「確認書」も
必要です）、（３）住民票（申し
込み時の保護者と子どもの住
所が記載されているもの）を郵
送でお送りください。
②振込口座は原則として子ど
も本人の名義の口座をご記入
ください。金融機関により本人
の口座が作れない場合は次の
ような名義の口座を作ってくだ
さい。例）子どもの名前が「朝
日花子」、保護者の名前が「福
祉太郎」の場合。口座名義「朝
日花子保護者福祉太郎」
③未成年後見人が選ばれてい
る場合、未成年後見人が保護
者として申し込んでください。
期限：2012年3月31日

返済不要

http://www.asa
hi-
welfare.or.jp/inf
o/2011/tokyo/
kodomoouenkin
2011.html



公益財団法人
奥田育英会東
日本大震災
被災孤児育英
金

奥田育英会
トランスコス
モス株式会
社創業者奥
田耕己

（1）平成23年3月11日現
在、宮城県内の小学校･
中学校･高等学校に在
学、かつ申請時現在、宮
城県内外の小学校･中学
校･高等学校に在学中の
者（尚、平成23年4月入
学の新小学１年生を含
みます）
（2）（1）に該当するもの
で、東日本大震災発生を
事由に両親共に死別し
た者

一人当たり50万円を限
度として総額6,000万円
（一次募集、二次募集合
計金額）の範囲内で支
給

・指定申請書に必要事項を記
載し、在学学校長の証明をも
らってください。
・現保護者の住民票、死亡証
明書（写し）又は申請者の戸籍
謄本（両親の死亡が明らかに
なる物）、を添付してください。
・申請書および添付資料は、ご
本人が下記に直接提出してく
ださい。
・兄弟の方が申請する場合
は、それぞれ別々の用紙で申
し込みください。
・申請書および添付資料の内
容を審査決定し、本人に通知
いたします。
期限：１２月末日

返済不要

http://okuda-
ikueikai.org/ne
ws/support.ht
ml

「MUFG・ユネ
スコ協会　東
日本大震災復
興育英基金」
奨学金プログ
ラム

三菱UFJフィ
ナンシャルグ
ループ
日本ユネスコ
協会

平成24~26年小学校入
学予定の幼児

平成２４年以降募集



震災遺児修学
援助基金

高速道路交
流推進財団

①小学校
②中学校
③高等学校
④高等専門学校
⑤特別支援学校（盲・
聾・養護学校）
⑥専修学校（高等課程・
専門課程）
⑦大学（短期大学を含
む）
小学校入学前の震災遺
児の方は、待機児童とし
て登録していただき、小
学校入学時に当財団か
ら給付開始のご案内をさ
せていただきます（東日
本大震災発生時は胎児
で、その後出生された方
も含みます）

１人年間　２８万２千円
初年度の申請が年度途
中であっても、１年間分
（２８万２千円）を給付い
たします 。

①東日本大震災震災遺児修
学資金申込書（当財団所定様
式）
②在学証明書
③死亡診断書若しくは同様に
死亡を証明する書類 又は 公
的機関が事実上の死亡・行方
不明を認定する証明書
④戸籍謄本（東日本大震災で
死亡、又は行方不明の方と震
災遺児との関係を証明する書
面）
⑤住民票
⑥震災遺児を養育している事
実が確認できる書面
（養育者と震災遺児の氏名が
記載されているもので、次のう
ちいずれか一つを提出）
ア．税務上の証明書（扶養親
族等の控除申請書（写）又は
確定申告書（写））
イ．健康保険証（写）
ウ．その他養育の事実を証明
できる書面
平成２３年度の申込みについ
ては柔軟に対応いたします。
平成２４年度以降は上記①～
⑥の書類を全て提出願いま
す。
他団体の給付を受けている場
合も可。養育者の所得制限、
定員、受付の締め切りはなし

返済不要
http://www.hig
hway.or.jp/wor
k7/index.html



みちのく未来
基金

(1)東日本大震災におい
て、両親もしくはいずれ
かの親を亡くした子供で
あること。
(2)高等学校もしくは高等
専門学校に在学し、大学
及び短期大学、各種専
修学校への進学も
しくは編入を希望するも
の。
(3)高い志を持ち、品行が
正しく、かつ、健康である
者。
(4)大学進学を希望の場
合、進学時点で満20歳を
超えていないこと。
(5)大学及び各種専修学
校への進学の希望者は
高校新卒者に限る。但
し、高校を卒業後、
大学進学を目指す為に
浪人をしている場合は前
項(4)の規定内に限り応
募できる。
(6)高等専門学校より大
学への編入の希望者
は、高等専門学校新卒
者に限り応募できる。
応募資格、至急条件を
満たしている全ての人を
採用。他の奨学金との重
複可。

本基金の奨学金の給付
内容は「入学金」「授業
料」「就学にあたり必ず
必要になる費用」です。
一
人あたりの年間支給上
限額は 300 万円として
います。「就学にあたり
必ず必要になる費用」と
して
の目安は「教科書(参考
書は含まず)」「実習費
用」等です。学校単位、
履修方法によって様々
にな
ってくると思われますので
、個別にご相談させて

頂きます。

奨学金を申し込みたい方は、
学校を通じて下記書類を本基
金に提出してください。但し、
浪人をし
て大学進学を目指している場
合はこの限りではありません。
詳しくはお問い合わせ下さい。
1. 奨学生�書 ・必要事項を記
入押印 写真貼付
2. 奨学生推薦調書・在学学校で

記入押印(学校長の推薦を
得る)
3. 戸籍謄本
4. 健康診断書 ・学校医による
定期健診時のコピーで可
5. 成績証�書 ・高校における
学習成績
期限：毎年５月２０日までに到
着するよう郵送
平成２３年度については随時
募集

返済不要

http://michino
ku-
mirai.org/schol
arship/



ロータリ希望
の風奨学金

国内外ロータ
リークラブ会
員の有志

東日本大震災で保護者
を亡くした災害遺児で大
学生（短大生を含む）ま
たは専門学校生であるこ
と
（但し、通学大学または
専門学校で授業料免除
等の措置を受けている
方は対象者とはなりませ
ん。）

月 額　　５０，０００円
2011年度は30名程度

1. 申請書
「連絡先」は本人以外の連絡
先をご記入ください。奨学金等
の情報をお伝えする場合に必
要です。
父母ともにお亡くなりになった
場合は、祖父母・叔父叔母・兄
弟姉妹などをお書きください。
2.在学証明書
3.在学校学長・学校長の推薦
書

現在高校生で進学を希望し、
この奨学金の給付を受けたい
と考えている方は、ロータリー
希望の風奨学金申請書の高
校生用の申請書を使用してお
申込みください。
ただし、給付は大学・短大・専
門学校等への入学が確定して
からになりますので、入学確定
の際に改めて書類を提出して
いただくことになります。
あらかじめご了承ください。
申請要項・提出書類は事情に
合わせて変更する場合があり
ます、申請時に申請書ダウン
ロードのページをご確認くださ
い。
申込みにあたってご不明な点
や困ったことがありましたら電
話にてご連絡ください。

返済不要
http://kibouno
kaze.com/naiy
ou.htm



いわての学び
希望基金奨学
金

岩手県

東日本大震災津波に被
災し、親を亡くした又は
親が行方不明となった子
どもで、学校に在籍する
児童、生徒等を対象とし
ています。

(１)　定期金（１か月を単
位として計算し、年１回
の申請に基づき、７月、
11月、翌年３月のそれぞ
れの月に４か月分を給
付するものです。）
・小、中学生 　月額
10,000円
・高校生　　　　月額
30,000円
・大学生等　 　月額
50,000円
(２)　一時金（学校を卒
業した時に、申請に基づ
き給付するものです。）
・小学校　　   50,000円
・中学校　　 100,000円
・高等学校　300,000円

今年度の一時金の期限：3月１
日~４月末日
定期金も来年度についてはま
た募集されそう

返済不要
http://www.pre
f.iwate.jp/view.
rbz?cd=34909



高等学校等育
英奨学資金
(被災生徒奨
学資金)

宮城県

保護者が宮城県内に住
所を有し、東日本大震災
に被災し、下記のいずれ
かに 該当する生徒(保護
者が県外に一時避難し
ている場合も含む。)
(1) 生徒の居住する家屋が

全半壊・全半焼又はこ
れに準ずる被災をし、修
学が困難な状況の生
徒。
(2) 生徒の保護者等主た
る家計支持者が死亡、
行方丌明又は重篤な疾
病を負い、修学が困難な
状況の生徒。
(3) 主たる家計支持者の
勤務先等が被災したこと
により収入がおおむね
1/2以下に減収し、 経済
的事由により修学が困
難な状況の生徒。  なお,
収入の判断は、所得税が

課税される所得により
行う。(雇用保険の失業
給付・生 活保護の支給
金は収入とはしない。)
(4) 上記の他、校長が特
に必要と判断し県教育委
員会が認めたもの。

月額20,000円  年額
240,000円
貸付期間: 平成23年4月
̃平成24年3月
貸付方法: 一括振込(9
月中旬予定) ※奨学金
は奨学生本人の預金口
座に振り込みとなりま
す。

申し込みについては学校にお
問い合わせください

高等学校等卒
業時に奨学金
被貸付者(生徒)
本人の収入状
況で向こう1年の
所得の見込額が

 一定額を超
える者は償還対
象者となりま
す。超えない場
合は償還免除と
なる予定です。
なお、今回の償
還免除は、震災
に被災し経済的
に修学が困難と
なった生徒に被
災生徒奨学資
金を貸不するこ
とにより、奨学
生の将来により
一層の負債を負
わせることが、
被災生徒奨学
資 金の設置の
趣旨に反するこ
とから特例的に
行うものですので
、被災生徒奨

学資金以外の
県で 行っている
奨学金には奨

http://www.pre
f.miyagi.jp/kouk
you/shogaku/s
ghisai.htm



福島県奨学金
緊急採用制度

福島県

【住所】
 《県内の学校に在学す
る方の場合》
 県内に引き続き6カ月以
上住所を有していること
 《県外の学校に在学す
る方の場合》  入学又は
転学するまで福島県内
に6カ月以上住所を有し
ており、かつ、現在も保
護者 が福島県内に住所
を有していること
【学力】
 勉学に意欲があり、学
業を確実に終了できる見
込があると学校長が認
める者であるこ
【所得】
 次のいずれかの家計急
変事由により修学困難と
なり、緊急に奨学金の貸
与が必要と 学校長が認
める者であること(事由発
生より1年以内である場
合に限る) 1 主たる家計
支持者が倒産等により
解雇され、又は早期退職
した場合。また、再就職
したが、収入が著しく減
少している場合。 2 主た
る家計支持者が死亡又
は離別した場合。

国公立 自宅通学
18,000円 自宅外通学
23,000円 私  立 自宅通
学 30,000円 自宅外通
学 35,000円
※ 保護者と同居の場合
は自宅通学として扱い
ます。

 奨学生願書に必要書類を添
付し、在学する学校を経由して
福島県教育委員会へ申し込んで

ください。

卒業から6カ月
経過後、7年間
に半年賦で返還
していただきま
す。
※ 進学した場
合、在学期間中
は申請により返
還が猶予されま
す。
無利子

http://www.shi
dou.fks.ed.jp/s
hougaku/shoug
akushikin/syou
gakukinbosyu.h
tml


